
うみなか建築協定書

(目的)

第 1条 この協定は、建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法Jという。)及び福

岡市建築協定条例(昭和 48年福岡市条例第 28号)の規定に基づき、第 4条に定める[K

域内における建築物等の敷地、位置、構造、用途、形態意痘又は建築設備に関する基準

を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。

(名称)

第 2条 この協定は、うみなか建築協定(以下「協定j という。)と称する。

(用語の定義)

第 3条 協定における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和初年政令第 338号。

以下「令j という。)に定めるところによる。

(協定区域)

第 4条 協定の自的となっている土地の区域(以下「協定区域j という。)は別添区域密

に示す区域とする。

( 1 ) 協定区域:福岡市東区西戸崎二丁自 124番目外 132筆

( 2 ) 協定区域面積:22，132.16 rrl 

( 3 ) 弔地区画数:117区鹿

(協定の締結)

第 5条 協定は、協定区域の土地の所有者及び建築物等の所有を自的とする借地権を有す

る者(以下「土地の所有者等Jという。)の全員の合意により締結する。

(協定の変更及び廃止)

第 6条 協定の内容を変更しようとするときは、土地の所有者等の全員の合意をもってそ

の旨を定め、これを福両市長に申請し、認可を受けなければならない。

2 協定を廃止しようとするときは、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を

定め、これを福関市長に申請し、認可を受けなければならない。

(建築物等に関する基準)

第 7条 協定区域内の敷地及び建築物等は、次項から第四項までに定める基準によるも

のとする。

2 一区画の敷地面積は、協定の認可公告があった日の当該区画の面積以下にしてはなら

ない。ただし、道路等公共用地に供する場合はこの限りではない。

3 建築物の用途は、一戸建専用住宅(二世帯住宅を含む。)でなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する建築物はこの限りではない。

( 1 ) 令第 130条の 3で定めるもの

( 2 ) 診療所

( 3 ) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第 130条の 4で定める公益上

必要な建築物

4 建築物は土地一区画に一棟一戸建とする。ただし、土地二区画以上に一棟一戸建とす

ることを禁止しない。また、付属建築物については、次の各号に掲げる建築物に限りJ3IJ

棟を認める。

( 1 ) 平屋建ての物置

( 2 ) 自動車車庫

5 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路境界線及

び隣地境界線については 0.5メートノレ以上とする。ただし、建築面積に算入されない出

窓で外壁面からの距離が 0.45メートノレ以下のもの、及び令第 135条の 21の規定に適合

する(ただし、道路境界線に面する外壁の中心線の長さは 5.0メートノレ以下とする。)も

のであればこの限りではない。

6 建築物の階数は地階を除き 2以下とし、最高の高さは 10メートノレ以下、かっ、軒の

高さは 9メートノレ以下とする。

7 建築物、門及び塀の色彩及び形態は、周囲の環境との調和を鴎らなければならない。

8 建築物の美観を確保し、周囲の環境との調和を鴎るために、道路に面する部分に植樹

等を行い、良好に管理しなければならない。

9 道路に面する扉は、開放時、道路に突出しないように設置しなければならない。

10 塀は、生壇及びフェンスに類するものとし、ブロック塀は認めない。ただし、透明性

のある塀又は街誌の端部及び区画のコーナ一部分についてはこの限りではない。

11 看板等広告物の設置は、自己敷地内とし、美観の確保及び周囲の環境との調和を園

らなければならない。

12 屋根の上のアンテナは、全て禁止する。



(協定運営委員会)

第 8条 協定を運営するために協定運営委員会(以下「委員会J という。)を設置する。

2 委員会は、土地の所有者等の互選により選出された委員若干名をもって組織する。た

だし、 1区画の土地の共有者又は共同して借地権を有する者は、その内の 1人を代表者

として委員を互選する。

3 委員の任期は 2年間とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(役員)

第 9条 委員会には次の役員を置く。

委員長 1名

副委員長 1名

会計担当委員 l名

監 事 2名

2 委員長は委員の互選により選出し、副委員長、会計担当委員及び監事は委員長が任命す

る。

3 委員長は委員会を代表し、協定の運営に関する事務を総括する。

4 ~IJ 委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはこれを代理する。

5 会計担当委員は、協定の運営に関する経理業務を処理する。

6 監事は委員会の財政状況及び委員会の執行状況を監査し、その結果を土地の所有者等

(共有等の場合は代表者)に報告する。

7 協定に規定するもののほか、運営、経費その他委員会に関する必要な事項は別に定め

る。

(委員会の承認)

第 10条 協定藍域に建築物を建築しようとするものは、委員会へ建築計画協議書(配置

圏、平面図、立面閣等を添付)を届け出たうえで承認を得なければならない。なお、法

第 6条による建築確認申請書の提出を要するものについては、これを提出する前に委員

会へ届けたうえで承認を得なければならない。

2 土地の所有者等は、土地文は建築物等の所有権及び建築物等の所有を目的とする借地

権(以下「所有権等J という。)を移転・魔止した場合は、書面(様式第 1号)にて

委員会に届けなければならない。また、所有権等を移転した後に新たに土地の所有者

等になった者(以下「新たな土地の所有者等Jという。)に対し、協定を説明し、新た

な土地の所有者等は、協定を継承する旨の義務履行の約諾を書面(様式第 2号)によ

り委員会に届け出なければならない。

(有効期間及び効力の継承)

第 11条 協定の有効期間は、福岡市長の認可公告のあった日から 10年間とする。ただ

し、その期間満了前に第 6条に定める変更及び廃止申請がない場合はさらに 10年間延

長する。

2 協定は、前項の認可公告のあった日以後で協定の有効期間内において、土地の所有者

等となった者に対しても、その効力があるものとする。

3 第 7条及び第 10条の規定に違反した土地の所有者等(以下 f違反者j という。)の措

置に関しては有効期間満了後も効力を有する。

4 有効期間満了後において協定は更新できるものとし、その場合の手続は法第 70条に

よる。

(違反者への措寵)

第 12条 委員長は、委員会の決定に基づき違反者に対して文書をもって、相当の猶予期間

を付して、当該違反行為を是正するために必要な措置をとることを請求することができ

るものとする。

2 前項の誇求があった場合、違反者はこれに従わなければならない。

(裁判所への提訴)

第 13条 前条第 1項の藷求があった場合において、違反者がその請求に従わないとき、

委員長は、三轟議委員会の決議に基づきその強制履行又は違反者の費用を以って第三者に

これをなさしめることを裁判所へ請求することができる。

2 前項の提訴の手続き等に要する一切の費用は違反者の負担とする。

(附則)

1 協定は、福岡市長の認可の公告があった白から効力を生ずる。

2 この協定書は、正及び副 2部を作成したうえ、福岡市長に提出し、認可後は通知書(副)

を委員長が保管し、その写しを土地の所有者等の全員に配布する。
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